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中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成２１年法律第９６号。以下「法」
という。）第２条第１項第１号に掲げる金融機関（銀行）は、法第７条の規定に基づき、法施行日（平成２１年１２月４
日）から平成２２年６月３０日までの間に行った貸付条件の変更等の状況を開示しています。
今般、東海財務局管内に本店を有する地域銀行（１３行）の貸付条件の変更等の状況について、取りまとめて計
数を集計いたしましたので、その結果（速報値）を公表いたします。
今般、公表するのは現時点の速報値であり、今後の精査によって変動し得るものです。

【お問い合わせ先】
財務省 東海財務局 金融監督第一課
ＴＥＬ：（０５２）９５１－２４９３



【債務者が中小企業者である場合】
上段は件数、下段()内は金額（単位：億円）

申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率②

61,313 51,804 1,341 6,614 1,554 97.5% 84.5%
(15,561) (13,257) (320) (1,642) (340) 

【債務者が住宅資金借入者である場合】
上段は件数、下段()内は金額（単位：億円）

申込み 実行 謝絶 審査中 取下げ 実行率① 実行率②

4,905 2,664 532 950 759 83.4% 54.3%
(773) (426) (89) (146) (110) 

今般、公表するのは現時点の速報値であり、今後の精査により変動し得るものです。

東海財務局管内分

中小企業金融円滑化法に基づく貸付けの条件の変更等の状況について
（施行日から平成22年6月30日までの実績）

地域銀行(13)

地域銀行(13)

　　　・件数は、貸付債権ベース。

　　　・実行率②＝実行件数／申込み件数。

　　　・記載金額は、億円未満を切り捨てて表示。

　　　・左端の欄中の（）内は、平成22年6月30日時点の東海財務局管内に本店を有する地域銀行数。

　　　・実行率①＝実行件数／（実行件数＋謝絶件数）。

速報値


